
自転車を利用される皆様へ！ 

    ミニ広報紙                              令和 8 年２月号 

        
 

 

 

同プランでは、県民の皆様へ取っていただきたい行動を分かり 

やすく示しています。QRコードを読み込み是非御覧いただき、 

「減らそう犯罪」広島県民総ぐるみ運動に御参加ください。 

 

○ 運動目標  

  日本一安全安心な広島県の実現 

    ～住む人 来る人 誰もが安全安心を実感できるまちづくり 

○ 重点取組  

    ① 「減らそう犯罪」意識の醸成      

   ② 見守り活動の活性化 

   ③ インターネットの安全利用の推進 

   ④ 詐欺被害防止対策の推進 

   ⑤ 県民生活に不安を与える犯罪の徹底検挙 

 

        

道路交通法の改正により、自転車の交通違反に対する反則通
告制度（青切符）の導入について令和８年４月１日から施行さ
れることが決まりました。 

  主な違反と反則金額 

  携帯電話使用等（保持）１万２０００円 

  信号無視         ６０００円 

  通行区分違反（逆走等）  ６０００円 

  指定場所一時不停止    ５０００円 

  無灯火          ５０００円 

  並進・二人乗り      ３０００円 

※１６歳以上の者を対象としています。 
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